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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年７月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年８月２９日 ００時４５分ごろ 

発生場所 島根県浜田市浜田港 

 浜田漁港西内防波堤灯台から真方位０３２°１２０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°５３.７６′ 東経１３２°０３.５６′） 

事故調査の経過  平成２６年８月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第五あけぼの丸、７５トン 

   １２９５５６、株式会社浜田あけぼの水産 

   ２７.０５ｍ（Lr）×５.６５ｍ×２.４０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、５１１kＷ、昭和６２年７月２２日 

Ｂ 漁船 金比
こ ん ぴ

羅
ら

丸、１９トン 

   ＮＳ２－１５６２７（漁船登録番号）、個人所有 

   １９.１３ｍ（Lr）×４.４０ｍ×１.８０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５７３.７０kＷ、昭和６１年９月４日 

   第２９０－４５１２４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５６歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成８年６月２６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年６月２０日 

免状有効期間満了日 平成２８年６月２５日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６３年３月３１日 

    免許証交付日 平成２４年１１月２７日 

           （平成３０年３月３０日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷錨台に曲損及び船首部に擦過傷 

Ｂ 主機関煙突及びレーダーマストに曲損、右舷中央部外板に破口等 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか９人（日本国籍７人及びインドネシア共和国籍
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２人）が乗り組み、山口県萩市見島西方沖で操業を行った後、浜田港

に向けて帰途についた。 

 船長Ａは、単独の船橋当直につき、法定灯火を表示し、浜田港沖防

波堤灯台北方で自動操舵から手動操舵に切り替え、浜田漁港沖防波堤

灯台（以下防波堤灯台については、「浜田漁港」を省略する。）と西沖

防波堤灯台との間に向けて約１０ノット（kn）の速力（対地速力、以

下同じ。）で東進した。 

 船長Ａは、西沖防波堤灯台の北西方約１５０ｍのところで、約７kn

に減速し、西沖防波堤灯台の北方を通過したとき、レーダー画面に他

船の映像が映っていなかったので、出航中の他船はいないものと思

い、目視により西内防波堤灯台に注意を向けながら東北東進した。 

 船長Ａは、西内防波堤灯台北方付近において、針路を漁港ふ頭－５

ｍ岸壁の方向に転じるため、右舵約７°～８°を取り、右転を始めた

ところ、船首方約４０ｍにＢ船のマスト灯を視認して衝突の危険を感

じ、機関を中立運転として左舵を取ったが、平成２６年８月２９日０

０時４５分ごろ、Ａ船の船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突した。 

 Ａ船は、その船首がＢ船の右舷中央部に突き刺さった状態となった

が、船長Ｂの要請により後進してＢ船から離れ、自力で漁港ふ頭－５

ｍ岸壁に着岸後、船長Ａが海上保安庁に通報した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、法定灯火を表示し、長崎県対

馬沖でいか一本釣り漁業を操業するため、浜田港を出航した。 

 船長Ｂは、操舵室の右舷側にある踏み台の上に立ち、操舵室上部の

開口部から顔を出して手動操舵により操船した。 

 船長Ｂは、漁港ふ頭北方沖で港口に向けて左転し、針路を西方に定

めたとき、船首方にＡ船の右舷灯、マスト灯及び作業灯を視認し、速

力を約４kn から約１knに減速した。 

 船長Ｂは、Ａ船がＢ船と右舷を対して通過するものと思い、西内防

波堤灯台側に寄って出航する態勢で西進を続けていたところ、Ａ船が

Ｂ船に向かって右転を始め、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 船長Ｂは、直ちに乗組員及び船体の安全を確認したのち、Ｂ船はＡ

船と離れ、自力で漁港ふ頭－５ｍ岸壁に着岸した。 

 船長Ｂは、衝突の衝撃で負傷し、着岸後、救急車で病院に搬送さ

れ、左下顎部切創と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮期 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、船長として約１４年の経験があり、Ａ船には船長として

約８年間乗船し、浜田港の出入港経験は豊富であった。 

 船長Ａは、これまでにも０１時００分ごろ浜田港に入港していた

が、港内で他船と行き会うことがほとんどなかった。 
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 船長Ｂは、浜田港の昼間の出入港の経験は数回あったが、夜間の出

入港の経験はほとんどなかった。 

 船長Ｂは、これまで浜田港を出航する際、港内で他船と行き会った

ことがなかったので、ふだん西内防波堤灯台側に寄って出航する態勢

で西進していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、浜田港を東北東進して入航中、船長Ａが、西内防波堤灯台

に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったことから、出航中の

Ｂ船に気付かずに右転し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、レーダー画面に他船の映像が映っていなかったことか

ら、出航中の他船はいないものと思い、西内防波堤灯台に注意を向け

ていたものと考えられる。 

 Ｂ船は、浜田港を西進して出航中、船長Ｂが、Ａ船の右舷灯を視認

し、Ａ船がＢ船と右舷を対して通過するものと思い、西内防波堤灯台

側に寄って出航する態勢で西進を続けていたことから、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

 船長Ｂは、Ａ船の右舷灯を視認していたこと、及びふだん西内防波

堤灯台側に寄って出航していたことから、Ａ船と右舷を対して通過す

るものと思った可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、浜田港において、Ａ船が東北東進して入航中、Ｂ

船が西進して出航中、船長Ａが、西内防波堤灯台に注意を向け、見張

りを適切に行わず、また、船長Ｂが、Ａ船がＢ船と右舷を対して通過

するものと思い、西内防波堤灯台側に寄って出航する態勢で西進を続

けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・港内では、安全な速力で航行し、常時適切な見張りを行うこと。 

 ・狭い海域を通航する場合は、できる限り右寄りに航行すること。 



 

 

 

付図１ 事故発生経過概略図 
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漁港ふ頭 

－５ｍ岸壁 

Ａ船 

Ｂ船 

事故発生場所 

（平成２６年８月２９日 

００時４５分ごろ発生） 島根県 

浜田市 


